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○
総
務
省
令
第
百
三
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
七
十
二
条
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

令
第
八
十
九
号
）
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「
印
」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

様
式
そ
の
一
は
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お

い
て
公
職
の
候
補
者
（
候
補
者
届
出
政
党
の
届
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
届
け
出
る
場
合
の
様
式
で
あ

り
、
様
式
そ
の
二
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党
、
衆
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け

る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
届
け
出
る
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

公
職
の
候
補
者
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
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類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出

及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
公
職
の
候
補
者
又
は
政
党

そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が

あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
十
六
号
様
式
の
七
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
八
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る

場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
九
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
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出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
推
薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
か
ら
別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
二
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
四
中
「
印
」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

「
届
出
事
由
」
欄
に
は
、
除
名
、
離
党
、
そ
の
他
の
事
由
の
別
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が

あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
五
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
六
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が

あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
七
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る

場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
十
八
か
ら
別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
十
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

法
第

86
条
の
２
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
２
号
又
は
令
第

88
条
の
３
第
３
項
第
２
号
に
規

定
す
る
文
書
の
添
付
を
省
略
す
る
場
合
に
は

「添
付
書
類

」欄
の

「備
考

」欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け

、

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
十
七
号
様
式
の
八
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
九
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
十
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

「届
出
事
由

」欄
に
は

除
名

離
党

そ
の
他
の
事
由
の
別
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、

、
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
十
一
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
十
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、
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の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
十
三
及
び
別
記
第
十
七
号
様
式
の
十
四
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
十
八
号
様
式
の
九
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
一
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

「届
出
事
由

」欄
に
は

除
名

離
党

そ
の
他
の
事
由
の
別
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、

、
。
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２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
二
及
び
別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
三
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
五
及
び
別
記
第
十
八
号
様
式
の
十
六
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る

場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
九
号
様
式
の
二
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三

推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届
け

出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
推
薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
十
九
号
様
式
の
三
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
号
様
式
の
五
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
そ
の
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
一
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
号
様
式
そ
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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備
考１

様
式
そ
の
一
は
候
補
者
の
選
定
手
続
の
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
解
散
し
た
場
合
の
様
式
で

あ
り

様
式
そ
の
二
は
法
第

86
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
な
く

、

な
つ
た
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
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１
様
式
そ
の
一
は
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
名
称
及
び
略
称
の
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
が
解
散
し
た
場
合
の
様
式
で
あ
り

様
式
そ
の
二
は
法
第

86
条
の
２
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２

、

号
に
該
当
す
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
で
な
く
な
つ
た
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、
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の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
二
中
「

」
を
削
る
。

印
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
三
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
二
中
「

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

印

備
考１

「届
出
事
由

」欄
に
は

除
名

離
党

そ
の
他
の
事
由
の
別
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、

、
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
三
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
四
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印



12

備
考

当
選
人
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

う
こ
と

た
だ
し

当
選
人
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

。
、

。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
五
中
「

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

印

備
考１

「届
出
事
由

」欄
に
は

除
名

離
党

そ
の
他
の
事
由
の
別
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、

、
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
六
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
七
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

備
考

当
選
人
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

う
こ
と

た
だ
し

当
選
人
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

。
、

。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
二
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印
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４
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
二
の
二
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
一
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
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１
契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
四
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、
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る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
五
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
六
中
「印
」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、
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ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
七
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
八
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
５

、

の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の

提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
そ
の
九
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
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つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
一
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

５
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
二
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
三
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、
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ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
四
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
五
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
六
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。
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別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
四
そ
の
七
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す

、

る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

。
、

ん
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
六
か
ら
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
一
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
一
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
二
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。
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別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
三
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

４
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
四
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
五
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
六
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印
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３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
七
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
八
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
二
そ
の
九
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

、
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提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、

人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
つ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
つ
て
は

。
、

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
三
そ
の
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
公
職
の
候
補
者
等
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人

、

が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
等
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で

。
、

は
な
い
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
三
そ
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理

、

人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限

。
、

り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、
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書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
十
五
中
「印

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
け
る
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
選

挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
を
記
載
す
る
場
合
に
は

公
職
の

、

候
補
者
別
の
得
票
数
の
内
訳
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
お
け
る
比
例
代
表

。

選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
を
記
載
す
る
場
合
に
は

選
挙
区
別
の

、

得
票
総
数
の
内
訳
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

そ
の
場
合
に
お
い
て

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

の
欄
に

、
「

」

は
当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お

。

け
る
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
得
票
総
数
を
記
載
す
る
場
合
に
は

当
該
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
得
票
総
数
を
含
む
も
の
を
記
載
し
な
け

、れ
ば
な
ら
な
い
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

、

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、
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の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
の
二
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
出
納
責
任
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提

、

出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
行
う
こ
と

た
だ
し

出
納
責
任
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

。
、

。

別
記
第
三
十
二
号
様
式
の
二
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理
人
が
届

け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提

出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

別
記
第
三
十
二
号
様
式
の
三
中
「
印
」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理

人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

別
記
第
三
十
二
号
様
式
の
四
中
「
印
」
を
削
る
。
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別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「
印
」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

「
所
属
候
補
者
」
に
は
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
も
の

と
し
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
は
、
「
選
挙
区
」
欄
に
は
「
比
例
代
表
」
と
記
載
し
、
「
立
候
補
届

出
年
月
日
」
欄
に
は
参
議
院
名
簿
届
出
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

二

政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理

人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
中
「
氏

名
印
」
を
「
氏

名
」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、
そ
の
代
理

人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


